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国際会計基準審議会、公開草案「規制資産およ
び規制負債」を公表
 

国際会計基準審議会（以下「審議会」という。）は、2021年1月28日に公開草案
（ED/2021/1）「規制資産および規制負債」（以下「本公開草案」という。）を公

表しました。 

料金規制は、規制上の取決め（regulatory agreement）を有する企業の長期的
な財務業績に多大な影響を与える可能性がありますが、現行のIFRS®基準には、
料金規制から生じる会計上の影響を報告するための包括的なガイダンスがあ
りません。 

本公開草案は、本公開草案が適用される料金規制を有する企業に対し、規制資
産及び負債を認識するという新しい会計モデルを提案しています。 

本公開草案のコメント期限は2021年7月30日1です。 

 

本公開草案のポイント 

 

1 2021年1月28日に公表された公開草案では、コメント締切日が2021年6月30日とさ
れていたが、その後、国際会計基準審議会により締切日が30日延期された。 

 本公開草案では、企業が提供した財またはサービスに対して規制上の取
決めに基づいて企業が顧客に請求する権利を有する報酬全額（合計許容
報酬（total allowed compensation））を、それらを提供した期に報告
すべきであるという原則を採用することが提案されています。 

 上記の原則を適用するために、本公開草案は、次の項目の認識を提案し
ています。 

－ 規制資産－将来の期間に顧客に請求する規制料金を増額させる強
制力のある現在の権利 

－ 規制負債―将来の期間に顧客に請求する規制料金を減額させる強
制力のある現在の義務 

 その結果、企業は、関連する規制収益及び規制費用を財務業績計算書に
認識することになります。 

 本公開草案が最終化された場合、料金規制に関する包括的な基準を開発
するまでの暫定的な基準と位置づけらているIFRS第14号「規制繰延勘
定」は、新基準により置き換えられることになります。 
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Ⅰ．公表の経緯 
現行のIFRS基準における料金規制活動に関する会計処理の課題 

規制上の取決めにより、企業が財またはサービスを提供した期間とは異なる期間に、当
該財またはサービスの報酬の一部を顧客への請求料金に含めることが要求されるか許
可される場合があります。このように、財またはサービスの提供期間と料金請求のタイ
ミングが異なる場合、企業が当該財またはサービスを提供した期間に認識する収益に
関して、次のような問題が生じます。 

 当期に提供した財またはサービスに対する報酬の一部が、将来の収益に含まれるか、
あるいは過去の収益にすでに含まれている結果、当期の財務業績計算書に当期に提
供された財またはサービスに対する合計許容報酬が含まれるわけではない。  

 過去に提供したか、あるいは将来提供する財またはサービスに対する合計許容報酬
が、異なる期間の収益に含まれることになる。 

上記のようなタイミングの違いが生じる場合には、企業は将来請求する規制料金を増
額する権利または減額する義務を有していることになりますが、現行のIFRS基準にお
いては、財政状態計算書上でこれらの権利または義務を認識したり、これらの権利また
は義務により、企業の財務業績にどのような影響が生じるかを報告することは求めら
れていません。 

その結果、財務諸表利用者が次のような情報を得ることが困難という問題が生じてい
ました。 

 規制上の取決めから生じるタイミングの違いにより、企業の収益および費用が（各
期間において）どの程度変動するものであるか 

 規制上の取決めから生じるタイミングの違いにより企業が有する権利および義務
の存在および金額 

 企業の将来キャッシュ・フローの評価 

 

Ⅱ．本公開草案の提案 

（1）本公開草案の提案の概要 

本公開草案では、料金規制の対象となる企業が提供した財またはサービスについて、規
制上の取決めに基づいて企業が顧客に請求する権利を有する報酬総額（本公開草案で
は、「合計許容報酬（total allowed compensation）」と呼称されています。）を、それ
らを提供した期の財務業績に反映すべきという原則の採用が提案されています。 

この原則を適用するために、本公開草案は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収
益」等の他のIFRS基準に従って企業が認識する項目に加え、次の項目の認識を提案し
ています。 

 規制資産－すでに提供した財またはサービスの合計許容報酬（の一部）が将来にお
ける収益に含まれるため、将来の期間に顧客に請求する規制料金を決定する際に、
金額を増額させる強制力のある現在の権利 

 規制負債―すでに認識した収益に、将来提供する財またはサービスに対する合計許
容報酬（の一部）が含まれるため、将来の期間に顧客に請求する規制料金を決定す
る際に、金額を減額させる強制力のある現在の義務 

その結果、企業は、財務業績計算書において、以下の項目を認識することになります。 

 規制収益―当期に提供した財またはサービスの合計許容報酬の一部であり、過去の
期間の収益に含まれていた、または将来の期間の収益に含まれるもの 
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 規制費用―当期の収益に含まれる金額であり、過去の期間に提供した、または将来
の期間に提供する財またはサービスの合計許容報酬の一部であるもの 

本公開草案は、合計許容報酬（利益部分を含む収益）を、財またはサービスを提供した
期に認識するという点が特徴的です。これまで、料金規制の取決めを有しているもの
の、そのような取決めについて特段の会計処理を行っていない企業や、将来請求する規
制料金を増額する権利について資産計上する際にコストを繰り延べる方法を採用して
いる企業においては、本公開草案が最終化された場合、会計処理が大きく異なる可能性
があります。 

 

（2）現行のIFRSに基づく会計処理と本公開草案の提案に基づく会計処理との比較 

【事例（規制資産が生じる場合）】 

（前提） 

 A社は、規制上の取決めの当事者であり、顧客に財を提供する際に発生するイン
プット・コストを回収する権利を有している（本事例では単純化のため、利益な
しでインプット・コストを回収することが規制当局により認められているものと
する。また、割引計算は省略している2）。 

 20X1年の規制料金は、予想インプット・コストCU100を回収するように設定さ
れているが、20X1年の実際インプット・コストはCU120であった。 

 A社は、20X1年に回収できなかったインプット・コストCU20を回収するために、
規制上の取決めに基づいて、20X2年に提供する財に関して顧客に請求する規制
料金を増額させる。 

 20X2年の規制料金は、予想インプット・コストCU100と20X1年で回収できな
かったインプット・コストCU20のあわせてCU120（CU100 + CU20）を回収す
るように設定されている。20X2の実際のインプット・コストはCU100であった。 

 

【現行のIFRS基準に基づく会計処理】 

現行のIFRS基準では、20X1に提供した財に関して認識する収益に
は、予想インプット・コストに基づく金額（CU100）のみが含ま
れ、実際インプット・コスト（CU120）に基づく合計許容報酬の
一部（CU20）は含まれません。20X1年のインプット・コストの回
収不足に対する報酬（CU20）は、20X2年に提供する財に関する規
制料金を通じて顧客に請求されるため、20X2年の収益に含まれる
ことになります。したがって、20X2年の収益には、20X1年に提供
した財に対する合計許容報酬の残額（CU20）と、20X2年に提供し
た財の報酬の全額（CU100）が含まれます。 

この結果、財務諸表利用者は、A社の20X1年の業績は悪く、20X2

年は業績が良いと判断する可能性があります。 

 

（単位：CU） 20X1年 20X2年 

収益 100 120 

インプット・ 

コスト 

(120) (100) 

利益（損失） (20) 20 
 

 

 

 

2 規制上の取決めの規定により、合計許容報酬には利益が含まれる場合があること、また、割引計算が求められ
るため（(4)「測定」参照）、実際の計算はより複雑になると考えられる。 
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【本公開草案の提案に基づく会計処理】 

本公開草案では、企業が有する現在の権利を、次のように認識す
ることが提案されています。 

 実際に財を提供する期間と報酬を請求する期間のタイミン
グの差異により生じる問題に対処するために、20X1年に財
を提供したものの、規制料金を通じて20X2年に請求する報
酬分CU20を規制資産として認識するとともに、同額の規制
収益を財務業績計算書に含めて認識する（収益の直下に表示
する）。 

 規制当局からの許可に基づき、企業は、20X1年提供した財に
対する報酬の不足分（CU20）を、20X2年に顧客に請求する
料金に追加します。20X2年において企業は、規制資産を減額
するとともに、規制費用（△CU20）を純損益に含めて認識す
る（収益の直下に表示する）。 

（単位：CU） 20X1年 20X2年 

収益 100 120 

規制収益 

（規制費用） 
20 (20) 

インプット・コスト (120) (100) 

利益（損失） – – 

 

（単位：CU） 20X1年 20X2年 

規制資産 20 – 
 

 

【図表1】本公開草案の提案に基づく会計処理のイメージ図 

 

 

（3）本公開草案の対象となる企業 

本公開草案における提案は、次のすべてに該当する企業に適用されます。 

 強制可能な規制上の取決めの当事者である。 

 規制上の取決めにより規制料金が決定されている。 

 ある期に提供した財またはサービスに対する合計許容報酬の一部が、異なる期間に
顧客に請求されるように、規制料金が決定されている。 

 

（4）測定 

本公開草案では、規制資産および規制負債を次のように測定することを提案していま
す。 

 規制資産または規制負債から生じるすべての将来キャッシュ・フローを見積る。 
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 見積った将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引く。 

 各報告期間の末日に、次のように処理する。 

－ 予想されるタイミングまたは金額の変更を反映するよう、将来キャッシュ・フ
ローの見積りを見直す。 

－ 規制上の取決めにより規制金利が変更されない限り、当初認識時に決定した割
引率を引き続き使用する。 

 

（5）表示 

本公開草案では、料金規制に関する項目について、次のように表示することが提案され
ています（3ページの事例参照）。 

 財政状態計算書：規制資産および規制負債を独立の項目として表示する。 

 財務業績計算書：規制収益から規制費用を差し引いた純額を、収益の直下に区分し
て表示する3。 

 

（6）注記 

① 開示目的 

本公開草案は、企業が規制収益、規制費用、規制資産および規制負債に関する情報を注
記の中で開示するという全般的な開示目的を提案しています。 

さらに、具体的な開示内容として、規制上の取決めから生じるタイミングの違いが企業
の財務業績および財政状態に与える影響に関連し、財務諸表利用者が以下の項目を理
解するための基礎を提供することを提案しています。 

 収益と費用の関係－規制上の取決めから生じるタイミングの違いが企業の財務業
績に与える影響について、財務諸表利用者が理解できるような情報（具体的な開示
項目：規制収益から規制費用を差し引いたものの内訳等（図表2参照）） 

 報告期間の末日における規制資産および規制負債－企業の規制資産および規制負
債から生じる将来キャッシュ・フローの金額、時期および不確実性に対する企業の
予測を理解するための情報（具体的な開示項目：期末現在の規制資産および規制負
債の帳簿価額の満期分析、規制資産の将来の回収または規制負債の将来の履行がリ
スクおよび不確実性からどのように影響を受けるのかについての説明、規制資産お
よび規制負債を測定する際に使用した割引率に関する情報等） 

 規制収益または規制費用の結果ではない規制資産および規制負債の変動を理解で
きるようにするための情報（具体的な開示項目：規制資産および規制負債の帳簿価
額の当期首から当期末までの調整表） 

 

 

  

 

3 限定的な状況において、規制収益または規制費用は”その他の包括利益（other comprehensive income, OCI）
に含めて表示される場合もある。 
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【図表2】規制収益から規制費用を差し引いたものの内訳（3ページの事例に基づく開示例） 

（単位：CU） 20X1年 20X2年 

当年度に提供した財またはサービスの金額： 
  

– 将来収益として認識する予定のもの 20 XX 

– 過年度に収益として認識したもの XX XX 

当年度に収益として認識した金額： 
  

–将来の財またはサービスに対するもの (XX) (XX) 

–過去に提供した財またはサービスに対するもの (XX) (20) 

規制資産に係る規制金利収益から規制負債に係る規制金利費用を 

差し引いたもの 

XX XX 

見積りの変更 XX XX 

規制収益から規制費用を差し引いたもの 20 (20) 

（出典：「Snapshot: Regulatory Assets and Regulatory Liabilities」（審議会）を一部修正して仮訳） 

 

（7）現行のIFRS第14号「規制繰延勘定」の取扱い 

本公開草案が最終化された場合、IFRS第14号は、新基準により置き換えられることに
なります。IFRS第14号は、その適用範囲に含まれる企業がIFRS基準を初めて採用する
際に、料金規制の影響については引き続き従前の会計原則に従って会計処理すること
を認めるものであり、料金規制に関する包括的な基準を開発するまでに適用される暫
定的な基準と位置づけられています。 
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